
地方税法の一部を改正する法律概要 

 
Ⅰ 税制措置の内容 

 

１．被災地域に係る課税の特例措置の延長等 

 

① 津波により甚大な被害を受けた区域のうち市町村長指定区域におけ

る土地及び家屋に係る平成24年度分の課税免除等（固定資産税・都市

計画税） 

② 警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等のうち市町村長

指定区域における土地及び家屋に係る平成24年度分の課税免除等（固

定資産税・都市計画税） 

 

２．被災地の復興を支援する特例措置 

 

① 被災農地・警戒区域内農地に代わる農地に係る特例（不動産取得

税） 

② 被災事業者用の仮設施設整備事業に係る非課税措置（不動産取得

税・固定資産税・都市計画税） 

③ 被災した一定の鉄道施設等の代替資産に係る特例(固定資産税) 

④ 被災した特定地方交通線特例の対象資産の代替資産に係る特例（固

定資産税） 

 

３．被災者の居住の安定確保を支援する措置 

 

○ 住宅の再取得等に係る住宅ローン控除の特例(個人住民税) 

 

４．津波防災地域づくりに関する法律に関する措置 

 

① 津波避難施設に係る特例（固定資産税） 

② 津波対策に資する港湾施設等に係る特例（固定資産税） 

 

 

Ⅱ 施行期日 

  

 原則として、公布の日。 


